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当社株式の大量取得行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続導入について 

 
 

当社は、平成 19 年 5 月 11 日開催の取締役会において、株主の皆様のご承認を条件に、当

社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とした当社株式の大量取

得行為に関する新たな対応方針（買収防衛策）（以下「現行プラン」といいます。）の導入

を決議し、平成 19 年 6 月 22 日開催の当社定時株主総会においてご承認いただきました。

現行プランの有効期間は、平成 19 年 6 月 22 日開催の定時株主総会の終結の時から平成 22

年 3 月期の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとされているため、現行プラン

は、平成 22 年 6 月 18 日開催予定の定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）

の終結のときをもって失効することになります。 

当社は、現行プラン導入後も、買収防衛策をめぐる諸々の動向を踏まえ、当社における

買収防衛策のあり方につき、その後も検討を重ねてまいりました。その結果、平成 22 年 5

月 7 日開催の当社取締役会において、現行プランの失効を機に、当社の財務及び事業の方

針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下「基本方針」といいます。）を改定

するとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定

が支配されることを防止するための取組み（会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2)）として、

本定時株主総会において株主の皆様にご承認いただくことを条件として、現行プランの内

容を改定したうえ、新たに導入する（以下、現行プランを改定したものを「本プラン」と

いいます。）ことを決定いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 

 

1. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、当社の株主の在り方は、当社株式の市場における自由な取引を通じて決せら

れるものであり、当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合にこれに応じるべ

きか否かの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えており

ます。 
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しかしながら、近時、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同

を得ることなく、一方的に大量の株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあ

ります。こうした大量買付の中には、その目的等からみて企業価値・株主共同の利益に

対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、

対象会社の取締役会や株主が買付の条件について検討し、あるいは対象会社の取締役会

が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提

示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、対

象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

当社株式の買付けを行う者が下記 2.(2)に記載する当社の企業価値の源泉を理解し、

これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同

の利益は毀損されることになります。当社は、このような濫用的な買収に対しては、必

要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保す

る必要があると考えております。 

 

2. 当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組み 

(1) 当社の企業理念 
「創造の喜びを世界にひろめよう」 

「BIGGEST より BEST になろう」 

「共感を呼ぶ企業にしよう」 

当社独自の企業活動の根底にある精神は、この 3 つのスローガンに集約されます。 

「創造の喜びを世界にひろめよう」 － このスローガンのもとに、電子楽器事

業では、単にアコースティック楽器の代替品ではなく、デジタル技術により、音楽

の可能性、創造性を更に広げ、またより多くの方に楽器演奏の楽しみをお届けする

ことを目指しています。また、コンピュータ周辺機器事業では、お客様のものづく

りの工程をデジタル技術の活用により刷新し、新たな付加価値創造を実現するソリ

ューション提供を目指しています。 

イメージを音にする、映像にする、カタチにする、それを組み合わせる、これが

我々のチャレンジです。急激な情報化、グローバル化、地球規模での環境問題など

を背景に、21 世紀の社会においては、量的な豊かさから質的な豊かさが求められる

ようになってまいりました。このような社会において、「創造」のフィールドはより

多様化、個性化し、我々が果たすべき役割はさらに大きく広がっていきます。「創造」

という文化を担う一企業として、常にその社会的責任を強く認識し、すべてのステ

ークスホルダーにとって「共感を呼ぶ企業」となるよう、「BEST」を尽くしてまい

ります。 
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(2) 当社の企業価値の源泉 

当社の企業価値の源泉は、①独創的な技術開発力、②ニーズに応じた製品・市場

開発力、③グローバルかつ独自の生産・販売体制、④当社の企業理念を十分に理解

した高度で幅広い知識とノウハウを有する人材、⑤①から④の企業価値の源泉を背

景として培った、お客様、取引先、従業員その他全てのステークホルダーとの信頼

関係にあると考えております。 

当社は創業以来、多くの日本初、世界初の製品を市場に提供してまいりました。

これは、独創的な技術開発力を背景として、新たなご提案、新規市場の開拓を積極

的に進めてきた成果であり、今後もかかる技術開発力をますます発展させることが、

当社が他社との差別化を図り、企業価値を維持・向上させていくために不可欠であ

ると考えております。このような独創的な技術開発力は、「創造の喜びを世界にひろ

めよう」というスローガンの下、新製品・新技術の開発のために個々の社員の能力・

経験を引き出し、生かすことを重視する当社の企業風土に由来するものです。 

また、新規市場の開拓のみならず、いったん開拓した市場については、その深耕

をはかり、お客様のニーズを明確化し、よりニーズに適合した製品を開発すること

に注力しております。このようなニーズに応じた製品・市場開発力は一朝一夕に得

られるものではなく、当社が、創業以来、国内外の多数の販売店及びお客様と継続

的な関係を推進する中で蓄積し、伝承してきた経験を基礎とするものであり、当社

の企業価値を支える重要な要素となっております。 

そして、グローバルかつ独自の生産、販売体制により、お客様に高品質、高付加

価値の製品をお届けし、さらに徹底的に活用いただくためのサポートをご提供して

おり、かかるグローバルな体制が長年にわたって維持されていることも、当社にお

ける企業価値の源泉の重要な一要素となっております。 

これらの活動の根幹にあるのが、当社グループ社員それぞれが保有する知識とノ

ウハウであり、全てのステークホルダーとの長期的な信頼関係です。今後も、当社

が企業価値を維持・向上させていくためには、当社の企業理念を十分に理解した高

度で幅広い知識とノウハウを有する人材を確保・育成し、活用すること、国内外の

お客様、取引先、従業員その他全てのステークホルダーとの信頼関係を維持し、こ

れをますます強固なものにしていくことが重要であると考えております。 

 

(3) 企業価値向上のための取組み 

① 技術開発 

電子楽器事業ではデジタル信号処理、通信、映像関連技術の開発及びそれらを実

現するためのハードウェアや LSI の開発が主なテーマです。コンピュータ周辺機器

事業は、XYZ 軸を制御するデジタル技術を中心に、製品に応じて必要な光学、化学

など様々な技術導入を図っています。 
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また電子楽器事業では、環境保全活動の一環として、環境負荷を低減するモノづ

くりを推進しています。今後、さらにこの取組みを促進するために、限りあるエネ

ルギー資源を有効活用する技術を「Energy Saving Technology（エナジー・セービン

グ・テクノロジー）」として認定し、開発を促進していきます。 

② 製品開発 

「カテゴリー別 No.1 商品を創り育てる」、「商品の市場価値を 30%アップする」こ

とを目的とした「301 プロジェクト」を製品開発活動のベースとして取り組んでい

ます。世界各国のグループ会社を通じて情報を収集し、マーケットの動向を的確に

把握し、よりお客様のニーズに適合した製品開発に取り組んでいます。電子楽器事

業ではこの取組みを「REALTIME 301 PROJECT（リアルタイム 301 プロジェクト）」

に発展させ、より柔軟で迅速な活動を目指しています。 

③ 生産技術 

コンピュータ周辺機器事業において開発した「デジタル屋台」は、フレキシブル

なセル生産に IT 技術を導入し、作業者を支援する生産システムです。これを電子楽

器事業では｢RITHM（リズム）｣、コンピュータ周辺機器事業では｢D-shop（ディー

ショップ）｣と、それぞれの製品特性に応じて発展させ、高品質、高効率、高付加価

値の生産システムを構築、今後も継続的に発展させていきます。 

④ 流通・サポート 

電子楽器事業では、販売店様との提携により、店舗内に当社商品専門の販売スペ

ースを設置するショップ・イン・ショップをグローバルに展開しています。充実し

た商品展示と専任販売員の接客により、当社商品の魅力を直接お客様にお伝えしま

す。コンピュータ周辺機器事業では、お客様のビジネスに役立つ情報発信や製品ト

レーニング、ご購入後のきめ細かいサービスをご提供する体制を整えています。 

⑤ 人材の確保・育成 

当社の企業理念を十分に理解し、高度な知識とノウハウをもつ人材を有すること

は、当社の最大の強みの一つであり、企業価値の源泉となっています。当社ではこ

うした人材を確保し、適切な教育を実施するための積極的な取組みを行っています。 

人材の採用面においては、当社の企業理念への理解、経験、知識、潜在力を総合

的に検証できるように多面的な評価を行うこととし、優秀な社員の確保に努めてい

ます。 

人材の教育面においては、実践に則した充実した教育プログラムを用意するとと

もに、常に適材適所を意識した配置を行うことで、経験と知識を高めて成長を促し、

人材の持つ潜在力、成長力を最大限に引き出していけるよう努めています。優秀な

人材の確保、育成と社員の自主性を尊重する当社独自の社風により、既成概念に捕

らわれない発想と確かな知識、豊かな経験に裏付けされた独自の製品開発、生産、

販売を実現しています。 
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⑥ ステークホルダーとの信頼関係 

ステークホルダーとの良好な関係を築き、一層の企業価値を向上させるために「ロ

ーランド・グループ コンプライアンスガイドライン」を制定し、以下の基本方針

を当社グループ社員に徹底しています。 

1）法令の順守及び社会規範の尊重を徹底し、常に良識ある企業活動を行う。 

2）性能、品質ともにベストな製品を提供する。 

3）会社取引において、公正・公平な競争を促進し、取引先との健全な関係を築く。 

4）経営情報、財務情報等の会社情報を適時正確に開示する。 

5）健全な職場環境を維持し、各自の人権を尊重し、差別につながる行為は一切行わ

ない。 

6）会社資産は適切に利用、管理、保管し、業務目的以外には使用しない。 

7）環境保護活動、文化芸術活動を推進し、社会貢献を行う。 
 

(4) コーポレート・ガバナンスの強化 

当社においては、経営陣の株主の皆様に対する責任の所在を明確化するため、当

社の取締役の任期を 1 年としております。加えて、経営と執行の分離とともに、迅

速な意思決定と業務遂行を目的として、執行役員制度を導入しており、開発、営業、

管理、生産の業務執行について執行役員に対して権限委譲を行い、取締役会は経営

方針・経営計画の策定と業務執行の監督に注力する体制としています。 

また、現在、当社の取締役 13 名のうち、1 名は独立性を有する社外取締役を選任

しており、当社の監査役 4 名のうち 2 名は独立性を有する社外監査役です。これら

社外取締役及び社外監査役は相互に意見交換等の連携を図り、経営の効率性、収益

性のみならず、多様なステークホルダーとの関係をも考慮に入れて、取締役会の意

思決定及び取締役の業務執行の妥当性、適法性について、それぞれの専門分野の見

地から検討を行っています。 
当社では、こうした当社経営に対する監督・監視機能の充実を図り、透明性の高

い経営を実現するなど、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っています。 

 

3. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され

ることを防止するための取組み 

(1) 本プラン導入の目的 

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的

として、上記 1 に記載した基本方針に沿って改定し、導入されるものです。 
本プランの導入に関する当社の考え方は以下のとおりです。 
当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者

は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えてお

ります。そして、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が
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支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑

止するために、当社株式に対する大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の

皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量買付に応じるべきか

否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉

を行うこと等を可能とする枠組みとして本プランを改定し、導入することといたし

ました。 
なお、現在、当社が具体的に第三者から大量買付の提案を受けている事実はあり

ません。平成 22 年 3 月 31 日現在における当社の株式の状況は、別添「当社の株式

の状況（平成 22 年 3 月 31 日現在）」のとおりです。 

 

(2) 本プランの概要 

(a) 本プランの発動に係る手続の設定 

本プランは、まず、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させること

を目的として、当社株券等に対する買付等（下記(3)「本プランの発動に係る手続」

(a)に定義されます。以下同じ。）が行われる場合に、買付者又は買付提案者（以下、

併せて「買付者等」といいます。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供

を求め、当社が、当該買付等についての情報収集、検討等を行う期間を確保した

上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交

渉等を行っていくための手続を定めています（下記(3)「本プランの発動に係る手

続」をご参照下さい。）。 

(b) 新株予約権の無償割当てと独立委員会の利用、株主意思確認株主総会の開催 

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付を行う等、買

付者等による買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがあると

認められる場合（その詳細については下記(4)「本新株予約権の無償割当ての要件」

をご参照下さい。）には、当社は、当該買付者等による権利行使は認められないと

の行使条件及び当社が当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権

を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（その詳細は下記(5)「本新株予約

権の無償割当ての概要」にて後述するものとし、以下「本新株予約権」といいま

す。）を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第

277 条以降に規定されます。）により割り当てます。 

なお、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、

当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立委員会規程（その概要については

別紙 1 をご参照下さい。）に従い、(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監査役又は(iii)

社外の有識者（実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、

弁護士、公認会計士及び学識経験者等）で、当社経営陣から独立した者のみから

構成される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の判断を経るとともに、

株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしていま
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す。本プランの導入当初において予定される独立委員会の委員の氏名及び略歴は、

別紙 2 のとおりです。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場

合には株主の皆様の意思を確認するための株主総会を招集し（その詳細は下記(3)

「本プランの発動に係る手続」(f)をご参照下さい。以下、かかる株主総会を「株

主意思確認株主総会」といいます。）、新株予約権無償割当ての実施に関しての株

主の皆様の意思を確認することがあります。 

(c) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 

仮に、本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされた場合で、買付者

等以外の株主の皆様による本新株予約権の行使により、又は当社による本新株予

約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付され

た場合には、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は、最大 50%まで希釈

化される可能性があります。 

 

(3) 本プランの発動に係る手続 

(a) 対象となる買付等 

本プランにおいては、本新株予約権は、次の①又は②に該当する買付その他の

取得若しくはこれに類似する行為又はこれらの提案（当社取締役会が本プランを

適用しない旨別途決定したものを除くものとし、以下、併せて「買付等」といい

ます。）がなされたときに、本プランに定められる手続に従い無償割当てがなされ

ることとなります。 
① 当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3が 20%以上

となる買付その他の取得 

② 当社が発行者である株券等4について、公開買付け5に係る株券等の株券等所有

割合6及びその特別関係者7の株券等所有割合の合計が 20%以上となる公開買

付け 

買付者等は、本プランに定められる手続に従うものとし、本プランに従い当社

取締役会が本新株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うまでの間、買

付等を実行してはならないものとします。 

(b) 買付者等に対する情報提供の要求 

上記(a)に定める買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除

                                                  
1 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。 
2 金融商品取引法第 27 条の 23 第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当社取締役会がこれに該

当すると認めた者を含みます。）。 
3 金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義されます。以下同じとします。 
4 金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義されます。以下②において同じとします。 
5 金融商品取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義されます。以下同じとします。 
6 金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義されます。以下同じとします。 
7 金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項に定義される特別関係者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者

を含みます。）をいいます。但し、同項第 1 号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公

開買付けの開示に関する内閣府令第 3 条第 2 項で定める者を除きます。以下同じとします。 
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き、買付等の実行に先立ち、当社に対して、次の各号に定める、買付等の内容の

検討に必要な情報（以下「本必要情報」といいます。）及び当該買付者等が買付等

に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下

「買付説明書」と総称します。）を、当社の定める書式により日本語にて提出して

いただきます。 

当社取締役会は、上記の買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会

に提供するものとします。独立委員会は、これを受けて、当該買付説明書の記載

内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に対し、適

宜回答期限（原則として 60 日を上限とします。）を定めた上、自ら又は当社取締

役会等を通じて本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。この

場合、買付者等においては、当該期限までに、本必要情報を追加的に提供してい

ただきます。 

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者8、特別関係者、買付者等を被支配

法人等9とする者の特別関係者及び（ファンドの場合は）各組合員その他の

構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、経歴または沿革、事

業内容、財務内容、当社の事業と同種の事業についての経験、当該買付者等

による買付等と同種の過去の取引の詳細等に関する情報を含みます。） 

② 買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の種類・価額、買付等の時期、

関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実行の可能性等を

含みます。） 

③ 買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡が存

する場合にはその内容 

④ 買付等の価額の算定根拠 

⑤ 買付者等による当社の株券等の過去の取得に関する情報 

⑥ 買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体

的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。） 

⑦ 買付等の後の当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策 

⑧ 買付等の後における当社の株主（買付者等を除きます。）、従業員、取引先、

顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇方針 

⑨ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買付

等を開始したものと認められる場合には、引き続き買付説明書及び本必要情報の

提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、

原則として、下記(d)①記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約権の無

                                                  
8 金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定される共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者と

みなされると当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。 
9 金融商品取引法施行令第 9 条第 5 項に定義されます。 
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償割当てを実施することを勧告します。 

(c) 買付等の内容の検討、買付者等との交渉及び代替案の提示 

① 当社取締役会に対する情報提供の要求 
独立委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会が追加提出を求め

た本必要情報（もしあれば）が提出された場合、当社の企業価値・株主共同

の利益の確保・向上という観点から買付説明書及び本必要情報の内容と当社

取締役会の事業計画、当社取締役会による企業評価等との比較検討等を行う

ために当社取締役会に対しても、独立委員会が定める合理的な期間内（世界

20 カ国に展開する子会社及び関連会社合計 43 社を含む当社グループの事業

規模より、当社グループ内での情報収集に要する時間並びに情報を多面的に

分析・検討・評価する必要性に鑑み、原則として 60 日以内とします。）に買

付者等の買付等の内容に対する意見（留保する旨の意見を含むものとします。

以下同じ。）、その根拠資料及び代替案（もしあれば）その他独立委員会が適

宜必要と認める情報、資料等を速やかに提示するよう要求することがありま

す。 
② 独立委員会による検討作業 

買付者等及び（当社取締役会に対して上記①のとおり情報、資料等の提示

を要求した場合には）当社取締役会から情報、資料等（追加的に要求したも

のも含みます。）の提供が充分になされたと独立委員会が認めた場合、独立委

員会は、原則として最長 60 日間の検討期間（但し、下記(d)③に記載するとこ

ろに従い、独立委員会は当該期間の延長をその決議をもって行うことができ

るものとし、以下「独立委員会検討期間」といいます。）を設定します。 

独立委員会は、独立委員会検討期間内において買付者等及び当社取締役会

から提供された情報、資料等に基づき、当社の企業価値・株主共同の利益の

確保・向上の観点から、買付者等の買付等の内容の検討、当社取締役会によ

る代替案の検討及び買付者等と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集、

比較検討等を行います。また、独立委員会は、必要があれば、当社の企業価

値・株主共同の利益の確保・向上という観点から当該買付等の内容を改善さ

せるために、当社取締役会等を通じて当該買付者等と協議・交渉を行うもの

とし、また、株主の皆様に対する当社の代替案の提示を行うものとします。 
買付者等は、独立委員会が、独立委員会検討期間において、自ら又は当社

取締役会等を通じて、検討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場

合には、速やかにこれに応じなければならないものとします。 
独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益に資するようにな

されることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三

者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタン

トその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。 
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③ 株主に対する情報開示 
当社は、買付者等による買付等の意向の表明時点、独立委員会検討期間の

開始時点、独立委員会検討期間の終了時点において、独立委員会又は当社取

締役会が適切と判断する事項について、株主の皆様に対する情報開示を行い

ます。 
(d) 独立委員会における判断方法 

独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続に従い、当社取

締役会に対する勧告を行うものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対

して下記①から③に定める勧告又は決議をした場合その他独立委員会又は当社取

締役会が適切と考える場合には、当社は、当該勧告又は決議の事実とその概要そ

の他独立委員会又は当社取締役会が適切と判断する事項（下記③に従い独立委員

会検討期間を延長する旨の決議を行う場合にはその旨、延長期間及び理由の概要

を含みます。）について、速やかに情報開示を行います。 
① 独立委員会が本プランの発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等が上記(b)又は(c)に規定する手続を遵守しなかった

場合、又は買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉の結果、

買付者等による買付等が下記(4)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定め

る要件のいずれかに該当すると判断した場合には、引き続き買付者等より情報

提供や買付者等との間で協議・交渉などをおこなう必要があるなどの特段の事

情がある場合を除き、独立委員会検討期間の開始又は終了の有無を問わず、当

社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。

なお、独立委員会は、ある買付等について後記(4)「本新株予約権の無償割当

ての要件」に定める発動事由のうち発動事由その 2（以下「発動事由その 2」

といいます。）の該当可能性が問題となっている場合には、予め当該実施に関

して株主意思の確認を得るべき旨の留保を付すことができるものとします。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後

も、次のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、本新株予約権の無償

割当てに係る権利落ち日の前々営業日までは本新株予約権の無償割当ての中

止、本新株予約権の無償割当ての効力発生日後本新株予約権の行使期間の初日

の前日までは本新株予約権の無償取得を含む別個の判断を行い、これを当社取

締役会に勧告することができるものとします。 

(i) 当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなく

なった場合 
(ii) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等に

よる買付等が下記(4)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要

件のいずれにも該当しない場合 
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② 独立委員会が本プランの不発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉の

結果、買付者等による買付等が下記(4)「本新株予約権の無償割当ての要件」

に定める要件のいずれにも該当しないと判断した場合、又は当社取締役会が独

立委員会の要求にかかわらず上記(c)①に規定する意見又は独立委員会が要求

する情報、資料等を所定期間内に提示しなかった場合には、独立委員会検討期

間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当て

を実施しないことを勧告します。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施の勧告をし

た後でも、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者

等による買付等が下記(4)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件

のいずれかに該当すると判断するに至った場合には、本新株予約権の無償割

当ての実施を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に勧告することが

できるものとします。 

③ 独立委員会が独立委員会検討期間の延長を行う場合 

独立委員会が、当初の独立委員会検討期間終了時までに、本新株予約権の

無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会

は、当該買付者等の買付内容の検討、当該買付者等との協議・交渉、代替案

の検討等に必要とされる範囲内（但し、原則として 30 日間を上限とするもの

とします。）で、独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行います。 

上記延長の決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会

は、引き続き、情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に本新株予約

権の無償割当ての実施又は不実施の勧告や代替案の提示等を行うよう最大限

努めるものとします。 

(e) 取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会から上記勧告を受けた場合には、これを最大限尊

重して速やかに、本新株予約権無償割当ての実施又は不実施等（本新株予約権の

無償割当ての中止及び本新株予約権の無償取得を含みます。）に関する会社法上の

機関としての決議を行うものとします。但し、下記の(f)に基づき株主総会を開催

する場合には、当社取締役会は、当該株主総会の決議に従うものとします。 
当社取締役会は、上記取締役会決議を行った場合速やかに、当該決議の概要そ

の他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。 
(f) 株主意思確認株主総会の開催 

当社取締役会は、本プランに従った本新株予約権の無償割当てを実施するに

際して、(i)上記(d)①に従い、独立委員会が本新株予約権の無償割当ての実施に

際して、予め株主意思確認株主総会の承認を得るべき旨の留保を付した場合、

又は(ii)ある買付等について発動事由その 2 の該当可能性が問題となっている場
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合で、取締役会が善管注意義務に照らし株主意思確認株主総会の開催に要する

時間などを勘案したうえで株主の皆様の意思を確認することが適切と判断する

場合には、会社法及び当社の定款に基づき、株主意思確認株主総会を招集し、

本新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認することが

できるものとします。 

 

(4) 本新株予約権の無償割当ての要件 

当社は、買付者等による買付等が次のいずれかに該当する場合、上記(3)「本プラ

ンの発動に係る手続」(e)に記載される当社取締役会の決議により、本新株予約権の

無償割当てを実施することを予定しております。なお、上記(3)「本プランの発動に

係る手続」(d)ないし(f)のとおり、次の要件に該当するかどうかについては、必ず独

立委員会の判断を経ることになります。 

 

発動事由その 1 

本プランに定める手続を遵守しない買付等であり（当該買付等の内容を判断するた

め又は当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要とされる時間・情

報の提供がなされない場合を含む。）、かつ本新株予約権の無償割当てを実施するこ

とが相当である場合 

 

発動事由その 2 

(a) 次に掲げる行為その他これに類似する行為により、当社の企業価値・株主共同

の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合 

① 株式等を買い占め、その株式等につき当社に対して高値で買取りを要求する

行為 

② 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、

当社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為 

③ 当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として

流用する行為 

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産

等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的

高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為 

(b) 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目

の買付条件を株主に対して不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付

け等の株式買付を行うことをいいます。）等株主に株式の売却を事実上強要す

るおそれのある買付等である場合 

(c) 当社に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与

えることなく行われる買付等である場合 
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(d) 当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に

必要とされる情報を十分に提供することなく行われる買付等である場合 

(e) 買付等の条件（対価の種類・価額、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買

付等の実行の可能性、買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他

の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑

み不十分又は不適当な買付等であると合理的な根拠をもって判断できる場合 

(f) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社のブランド価値並びに従業

員、取引先、顧客及びグループ会社等との関係を破壊し、当社の企業価値・株

主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合 

 

(5) 本新株予約権の無償割当ての概要 

本プランに基づき実施する本新株予約権の無償割当ての概要は、次のとおりです。 

(a) 本新株予約権の数 
当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての取締役会決議（以下「本新株予

約権無償割当て決議」といいます。）において別途定める割当期日（以下「割当期

日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（但し、同時点において

当社の有する当社株式の数を控除します。）に相当する数とします。 

(b) 割当対象株主 

割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、

その保有する当社株式 1 株につき本新株予約権 1 個の割合で、本新株予約権を無

償で割り当てます。 

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 
本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。 

(d) 本新株予約権の目的である株式の数 

本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下「対象株式数」といいま

す。）は、別途調整がない限り 1 株とします。 

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の当社株式 1 株当たりの価額は、1 円を下限とし当社株式

1 株の時価の 2 分の 1 の金額を上限とする金額の範囲内で、本新株予約権無償割当

て決議において別途定める価額とします。 

(f) 本新株予約権の行使期間 

本新株予約権の無償割当ての効力発生日又は本新株予約権無償割当て決議にお

いて別途定める日を初日とし、原則として 1 ヶ月間から 6 ヶ月間までの範囲で、

本新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とします。但し、下記(i)項②

に基づき当社による本新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る本新株

予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとします。また、行使
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期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込みの取扱場所の休業日にあ

たるときは、その翌営業日を最終日とします。 

(g) 本新株予約権の行使条件 

(i)特定大量保有者10、(ii)特定大量保有者の共同保有者、(iii)特定大量買付者11、

(iv)特定大量買付者の特別関係者、若しくは(v)上記(i)乃至(iv)に該当する者から本

新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、

又は、(vi)上記(i)乃至(v)記載の者の関連者12（以下、(i)乃至(vi)に該当する者を「特

定買付者等」と総称します。）は、一定の例外事由13が存する場合を除き、本新株

予約権を行使することができません。 

                                                 

また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とさ

れる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができません（但し、

非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる等の一定の者は

行使することができるほか、非居住者の本新株予約権も、適用法令に従うことを

条件として、下記(i)②項のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象と

なります。）。 

(h) 本新株予約権の譲渡 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。 

(i) 当社による本新株予約権の取得 

 
10 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が

20％以上となると当社取締役会が認めた者をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有するこ

とが当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割

当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量保有者に該当しないものとします。以

下同じとします。 
11 「特定大量買付者」とは、公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第 27 条の 2
第 1 項に定義されます。以下、本脚注 11 において同じとします。）の買付け等（同法第 27 の 2 第 1 項に定

義されます。以下本脚注 11 において同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後に

おけるその者の所有（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第 7 条第 1 項に定める場合を含みま

す。）に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して 20％以上となる

と当社取締役会が認めた者をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業

価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議におい

て当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量買付者に該当しないものとします。以下同じとします。 
12 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下

にある者として当社取締役会が認めた者、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた

者をいいます。「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施

行規則第 3 条第 3 項に定義されます。）をいいます。 
13 具体的には(x)買付者等が本新株予約権無償割当て決議後に買付等を中止もしくは撤回又は爾後買付等

を実施しないことを誓約するとともに、買付者等その他の非適格者が当社が認める証券会社に委託をして

当社株式を処分した場合で、かつ、(y)買付者等の株券等保有割合（但し、株券等保有割合の計算にあたっ

ては、買付者等やその共同保有者以外の非適格者についても当該買付者等の共同保有者とみなして算定を

行うものとし、また、非適格者の保有する本新株予約権のうち行使条件が充足されていないものは除外し

て算定するものとします。）として当社取締役会が認めた割合（以下「非適格者株券等保有割合」といい

ます。）が(i)当該買付等の前における非適格者株券等保有割合又は(ii)20%のいずれか低い方を下回ってい

る場合は、当該処分を行った買付者等その他の非適格者は、当該処分がなされた株式の数に相当する株式

の数を目的とする本新株予約権につき、当該下回る割合の範囲内で行使することができることなどが例外

事由として定められることが予定されています。なお、かかる非適格者による本新株予約権の行使の条件

及び手続等の詳細については、別途当社取締役会が定めるものとします。 
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① 当社は、本新株予約権の行使期間の初日の前日までの間いつでも、当社が本

新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、

当社取締役会が別に定める日の到来をもって、全ての本新株予約権を無償で

取得することができるものとします。 

② 当社は、当社取締役会が別に定める日の到来をもって、特定買付者等以外の

者が有する本新株予約権のうち当該日の前営業日までに未行使の本新株予約

権の全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権 1 個につき対象株式数の

当社株式を交付することができます。また、当社は、かかる取得がなされた

日以降に、本新株予約権を有する者のうち、特定買付者等以外の者が存在す

ると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当社

取締役会が定める日の到来日をもって、当該者の有する本新株予約権のうち

当該当社取締役会の定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これ

と引換えに、本新株予約権 1 個につき対象株式数に相当する数の当社株式を

交付することができるものとし、その後も同様とします。 
 

(6) 本プランの有効期間 

本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から平成 24 年 3 月期の事業年

度に関する定時株主総会の終結の時までとします。本プランに基づいて本新株予約

権の無償割当てを行う場合には、この期間内に当社取締役会においてその決議を行

うものとします。 

 

(7) 本プランの廃止及び修正・変更等 

本プランの導入後、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本

プランを変更又は廃止する旨の決議が行われた場合、又は②当社の株主総会で選任

された取締役で構成される取締役会により本プランを変更又は廃止する旨の決議が

行われた場合には、本プランはその時点で変更又は廃止されるものとします。従っ

て、本プランは、株主の皆様のご意向に従ってこれを変更又は廃止させることが可

能です。 

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プラン導入の承認

に係る株主総会決議の趣旨に反しない範囲で、独立委員会の承認を得た上で、本プ

ランを修正・変更する場合があります。 

当社は、本プランが廃止又は修正・変更された場合には、当該廃止又は修正・変

更の事実及び（修正・変更の場合には）修正・変更内容その他当社取締役会又は独

立委員会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。 

なお、本プランにおいて引用する法令の規定は、平成 22 年 5 月 7 日現在施行され

ている規定を前提としているものであり、同日以後、法令の新設又は改廃に伴って

必要な場合には、当社取締役会において当該新設又は改廃の趣旨を考慮の上、本プ
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ランの条項又は用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるもの

とします。 

 

4. 本プランが基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、当社の役

員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 

本プランは、経済産業省及び法務省が平成 17 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・

株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則

（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必

要性・相当性の原則）を完全に充足しています。また、本プランは、経済産業省の

企業価値研究会が平成 20 年 6 月 30 日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた

買収防衛策の在り方」に示された考え方にも沿った内容になっています。 

 

(2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

本プランは、上記 3.(1)「本プラン導入の目的」にて記載したとおり、当社株式に

対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断

し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保した

り、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当

社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入され

るものです。 

 

(3) 株主意思を重視するものであること 

本プランは、上記 3.(1)「本プラン導入の目的」にて記載したとおり、本定時株主

総会において承認可決の決議がなされることを条件として導入されるものです。 
また、上記 3.(1)「本プランの発動に係る手続」(f)記載のとおり、当社取締役会は、

一定の場合には株主意思確認株主総会において本新株予約権の無償割当ての実施に

関する株主の皆様の意思を確認することができることとしています。 
加えて、上記 3.(7)「本プランの廃止及び修正・変更等」にて記載したとおり、本

プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の

決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味

で、本プランの消長には、株主の皆様のご意向が反映されることとなっています。 

 

(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の

皆様のために本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関

として、独立委員会を設置します。 

独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、(i)当社社外取締役、
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(ii)当社社外監査役、又は(iii)社外の有識者のいずれかに該当する委員 3 名以上により

構成されます（上記 3.(2)「本プランの概要」(b)にて記載したとおり、本プランの導

入当初において予定される独立委員会の委員の氏名及び略歴は、別紙 2 のとおりで

す。）。 

当社株式に対して買付等がなされた場合には、上記 3.(3)「本プランの発動に係る

手続」にて記載したとおり、独立委員会が、独立委員会規程に従い、当該買付等が

当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するか否か等の実質的な判断を行い、当社

取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の機関としての決議を行うこととし

ます。 

このように、独立委員会によって、当社取締役会が恣意的に本プランの発動等の

運用を行うことのないよう、厳しく監視するとともに、同委員会の判断の概要につ

いては株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同

の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。 

 

(5) 合理的な客観的発動要件の設定 

本プランは、上記 3.(3)「本プランの発動に係る手続」(d)及び 3.(4)「本新株予約権

の無償割当ての要件」にて記載したとおり、予め定められた合理的かつ詳細な客観

的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会によ

る恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。 

 

(6) 第三者専門家の意見の取得 

上記 3.(3)「本プランの発動に係る手続」(c)にて記載したとおり、買付者等が出現

すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アド

バイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助

言を得ることができることとされています。これにより、独立委員会による判断の

公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。 

 

(7) 当社取締役の任期は 1 年とされていること 

当社の取締役の任期は 1 年とされており、毎年の取締役の選任を通じて、本プラ

ンにつき、株主の皆様のご意向を反映させることが可能となります。 

 

(8) デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

上記 3.(7)「本プランの廃止及び修正・変更等」にて記載したとおり、本プランは、

当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することがで

きるものとされており、当社の株券等を大量に買い付けた者が、当社株主総会で取

締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止するこ

とが可能です。 

 17



 
 

従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を

交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 

また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収

防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻

止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。 
 
5. 株主及び投資家の皆様への影響 

(1) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われません

ので、株主及び投資家の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはあり

ません。 

 

(2) 本新株予約権の無償割当てにより株主及び投資家の皆様に与える影響等 

(a) 本新株予約権の無償割当ての手続 

当社取締役会において、本新株予約権無償割当て決議を行った場合には、当社

は、当該決議において割当期日を定め、これを公告いたします。この場合、割当

期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様（以下「割当対象株主」と

いいます。）に対し、その保有する当社株式 1 株につき本新株予約権 1 個の割合で、

本新株予約権が無償にて割り当てられます。なお、割当対象株主の皆様は、当該

本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に本新株予約権に係る新

株予約権者となるため、申込の手続等は不要です。 

なお、一旦本新株予約権無償割当て決議がなされた場合であっても、当社は、

上記 3.(3)「本プランの発動に係る手続」(d)①に記載した独立委員会の勧告を最大

限尊重して、本新株予約権の無償割当ての効力発生日までに、本新株予約権の無

償割当てを中止し、又は本新株予約権の無償割当ての効力発生日後本新株予約権

の行使期間の初日の前日までに本新株予約権を無償にて取得する場合があります。

これらの場合には、1 株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、1 株あた

りの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売付等を行った投資家の皆様

は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。 
(b) 本新株予約権の行使の手続 

当社は、割当対象株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書

（行使に係る本新株予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必要事

項、並びに株主ご自身が本新株予約権の行使条件を充足すること等についての表

明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとしま

す。）その他本新株予約権の行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の

無償割当て後、株主の皆様においては、本新株予約権の行使期間内に、これらの

必要書類を提出した上、本新株予約権 1 個当たり 1 円を下限とし、当社株式 1 株
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の時価の 2 分の 1 の金額を上限とする金額の範囲内で本新株予約権無償割当て決

議において定める行使価額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより、

1 個の本新株予約権につき、原則として 1 株の当社株式が発行されることになりま

す。 

仮に、株主の皆様が、こうした本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の

払込を行わなければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保

有する当社株式が希釈化することになります。 
但し、当社は、下記(c)に記載するところに従って特定買付者等以外の株主の皆

様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付することがありま

す。当社がかかる取得の手続を取った場合、特定買付者等以外の株主の皆様は、

本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込をせずに当社株式を受領する

こととなり、その保有する当社株式の希釈化は原則として生じません。 
なお、社債、株式等の振替に関する法律の規定により、本新株予約権を行使す

る場合には、行使の結果交付される当社株式の記録をおこなうための振替口座と

して、特別口座以外の口座をお知らせいただく必要がございますので、株主の皆

様が本新株予約権を行使する際には、予め証券口座などの振替口座を開設してい

ただく必要がある点にご注意下さい。 

(c) 当社による本新株予約権の取得の手続 

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の

手続に従い、当社取締役会が別に定める日において、特定買付者等以外の株主の

皆様から本新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式をかかる株主の皆様に

交付することがあります。この場合、かかる株主の皆様は、行使価額相当の金銭

を払い込むことなく、当社による当該本新株予約権の取得の対価として、1 個の

本新株予約権につき原則として 1 株の当社株式を受領することになります。なお、

この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が特定買付者等でないこと等に

ついての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による

誓約書をご提出いただくことがあります。また、社債、株式等の振替に関する法

律の規定により、交付される当社株式の記録をおこなうための振替口座として、

特別口座以外の口座をお知らせいただく必要がございますので、予め証券口座な

どの振替口座を開設していただく必要がある点にご注意下さい。 

 

なお、本新株予約権無償割当て決議において、特定買付者等からの本新株予約

権の取得、その他取得に関する事項について規定される場合には、当社は、かか

る規定に従った措置を講じることがあります。 

ただし、当社取締役会は、本新株予約権の内容として、特定買付者等が保有す

る本新株予約権の対価として現金を交付する旨の取得条項を付さないものとしま

す。 
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上記のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細につき

ましては、本新株予約権無償割当て決議において決定された後、株主の皆様に対

して情報開示又は通知いたしますので、当該内容をご確認下さい。 
以 上 
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別紙 1 

独立委員会規程の概要 

 

・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

・ 独立委員会の委員は、3 名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立して

いる、(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監査役、又は(iii)社外の有識者のいずれか

に該当する者の中から、当社取締役会が選任する。但し、社外の有識者は、実績

ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士

若しくは学識経験者又はこれらに準ずる者でなければならず、また、別途当社取

締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者で

なければならない。 

・ 独立委員会委員の任期は、選任後 2 年内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までとする。但し、当社取締役会の決議により別

段の定めをした場合はこの限りでない。また、社外取締役又は社外監査役であっ

た独立委員会委員が、取締役又は監査役でなくなった場合には、独立委員会委員

としての任期も同時に終了するものとする。但し、当該独立委員会委員がなお社

外の有識者の要件を満たす場合は、当社取締役会は、所定の手続を経て、独立委

員会委員として再任することができる。 

・ 独立委員会は、次の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容を、

その理由を付して当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この独立委

員会の勧告を最大限尊重して、新株予約権無償割当ての実施又は不実施等に関す

る会社法上の機関としての決議を行う（ただし、下記①に定める本新株予約権の

無償割当ての実施につき、株主意思確認株主総会において別段の決議がなされた

場合には、当該決議に従う。）。なお、独立委員会の各委員及び当社各取締役は、

こうした決定にあたっては、当社の利益に資するか否かの観点からこれを行うこ

とを要し、専ら自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはな

らない。 

① 本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施 

② 本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権の無償取得 

③ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会

に諮問した事項 

・ 上記に定めるところに加え、独立委員会は、次の各号に記載される事項を行う。 

① 当該買付等が本プランの発動の対象となるかどうかの判断 

② 買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回答

期限の決定 

③ 独立委員会検討期間の設定及び延長 

④ 買付者等の買付等の内容の精査・検討 



 
 

⑤ 当社取締役会等を通じた買付者等との交渉・協議 

⑥ 当社取締役会への代替案提出の要求、当社取締役会作成の代替案の検討、

株主への代替案の提示 

⑦ 本プランの修正又は変更に係る承認 

⑧ その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事

項 

⑨ 当社取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

・ 独立委員会は、買付者等に対し、買付説明書の記載内容が本必要情報として不十

分であると判断した場合には、本必要情報を追加的に提出するよう求める。また、

独立委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会から追加提出を求められ

た本必要情報が提出された場合、当社の取締役会に対しても、所定の合理的な期

間内に、買付者等の買付等の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案（もし

あれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報、資料等を提示するよう要求

することができる。 

・ 独立委員会は、必要があれば、当社取締役会等を通じて、当社の企業価値・株主

共同の利益の確保・向上という観点から買付者等の買付等の内容を改善させるた

めに、買付者等と協議・交渉を行うものとし、また、株主に対する代替案の提示

を行うものとする。 

・ 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、執行役員、

従業員その他独立委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める

事項に関する説明を求めることができる。 

・ 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザ

ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得

ること等ができる。 

・ 各独立委員会委員は、買付等がなされた場合その他いつでも独立委員会を招集す

ることができる。 

・ 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数

をもってこれを行う。但し、委員に事故あるときその他やむを得ない事由がある

ときは、独立委員会委員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもってこれを

行うことができる。 

 

以 上 

 



 
 

別紙 2 

 

独立委員会委員の候補者 

 

本プラン導入当初の独立委員会の委員は、以下の３名を予定しております。 

 

佐藤 克昭（さとう かつあき） 

1966 年 4 月  株式会社静岡銀行入行 

1999 年 1 月  株式会社静岡銀行退職、財団法人静岡経済研究所へ転籍 

2005 年 6 月  同財団法人副理事長就任 

2007 年 6 月  同財団法人顧問就任 

2008 年 6 月  佐藤経済研究所所長就任（現職） 

2008 年６月  当社 社外取締役就任（現職） 

2009 年 4 月  浜松学院大学教授就任（現職） 

 

川島 実（かわしま みのる） 
1991 年 4 月  アルタスコンサルティング設立、代表就任（現職） 

1999 年 4 月  龍谷大学経営学部教授就任 

2001 年 6 月  当社 社外監査役就任（現職） 

2003 年 6 月  日本バルカー工業株式会社社外取締役 
 
前川 三喜男（まえかわ みきお） 

1988 年 5 月  監査法人トーマツ代表社員就任 

1997 年 7 月  公認会計士前川三喜男事務所設立、税理士開業登録（現職） 

2001 年 6 月  伊勢湾海運株式会社社外監査役就任（現職） 

2002 年 6 月  石塚硝子株式会社社外監査役就任（現職） 

2004 年 4 月  愛知淑徳大学准教授就任 

2004 年 6 月  当社 社外監査役就任（現職） 

2009 年 4 月  愛知淑徳大学教授就任（現職） 

 

 



 
 

 

別添資料 

当社の株式の状況（平成 22 年 3 月 31 日現在） 

 

１．発行可能株式総数 60,000,000 株 

２．発行済株式総数 25,572,404 株 

３．大株主の状況 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（千株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 
財団法人ローランド芸術

文化振興財団 
静岡県浜松市北区細江町中川 2036 番地

の 1 
2,335 9.13 

梯 郁太郎 静岡県浜松市 1,507 5.89 

TAIYO FUND. L.P. 
40 RAGSDALE DRIVE. SUITE 200 

MONTEREY. CA 93940 US 
1,291 5.05 

日本トラスティ・サービ

ス信託銀行株式会社（信

託口） 

東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 11 号 1,187 4.64 

NORTHERN TRUST CO. 

(AVFC) SUB A/C 

AMERICAN CLIENTS 

50 BANK STREET CANARY WHART 

LONDON E14 5NT, UK 
1,124 4.40 

日本マスタートラスト

信託銀行株式会社（信託

口） 

東京都港区浜松町 2 丁目 11 番 3 号 754 2.95 

ローランド社員持株会 静岡県浜松市細江町中川 2036 番地の 1 732 2.86 

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町 2 丁目 2 番 1 号 561 2.20 

NORTHERN TRUST CO. 

AVFC RE U.S. TAX 

EXEMPTED PENSION 

FUNDS 

50 BANK STREET CANARY WHART 

LONDON 

E14 5NT, UK 

421 1.65 

HSBC BANK PLC – 

MARATHON VERTEX 

JAPAN FUND LIMITED 

8 CANADA SQUARE. LONDON E14 

5HQ 
368 1.44 

計 － 10,283 40.21 

（注）当社は、自己株式 1,783 千株（発行済株式総数比 6.98%）を保有していますが、当該自己株式には

議決権がないため、上記の大株主から除いております。 

以 上 
 



本プランの概要図（有効期間：本年定時株主総会～2012 年定時株主総会） 

 

当社株式に対する保有者の株券等保有割合が 20％以上となる買付等 

 
全株主に対する新株予約権無償割当て 

・買付者等による権利行使は認められない旨の行使条件

が付く。 
・当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株

予約権を取得する旨の取得条項が付く。 
・買付者等の保有する新株予約権の対価として現金交付

は行わない。

買付者等の持株比率の希釈化（最大 50%まで） 

独立委員会 

買付者等に対する情報提供の要求 
・本プランの手続きを順守する旨の誓約文言等を記載した書面 
・買付の内容検討に必要な情報（買付者等の詳細、目的、方法、経営方針等） 

買付者等が、定められた

手続きに従わない場合 

取
締
役
会
が
善
管
注
意
義
務
に
照
ら
し
株
主
総
会
開
催
が
適
切
と
判
断
し
た
場
合 

①必要情報の十分性について判断し、不十分と判断した場合は追加提出を要求（回答期限

は原則 60 日を上限）。 
 
②取締役会に対して、原則 60 日以内に買付者等の買付に対する意見、根拠、代替案等の資

料提供を要求。 
 
③原則 60 日以内に買付者等と取締役会から提供された情報に基づき、企業価値・株主共同

の利益の観点から比較検討および協議交渉等を行う（期間延長は原則 30 日を上限）。 

企業価値・株主共同の利益の観点から不

実施勧告が相当と判断する場合 
企業価値・株主共同の利益の観点から実

施勧告が相当と判断する場合 

取締役会に対抗措置の不発動を勧告 取締役会に対抗措置の発動を勧告 

独立委員会が、株主意思確認株主総会の

承認を得るべき旨の留保を付した場合 

取締役会にて独立委員会の

勧告を最大限尊重して決議

本プラン継続導入にあたっての主な改定点 
・有効期間を３年間から２年間へ変更する。 
・対抗措置の発動にあたっては株主総会での意思確認を行うこ

とも可能とする。 
・独立委員会検討期間の期間延長について、原則 30 日を上限と

する。 
・対抗措置を実施した場合、買付者等へ新株予約権の対価とし

て現金交付は行わないことを明確化する。 
・継続導入当初の独立委員は、社外取締役 1 名、社外監査役２

名の３名とする。 

（注）上記概要図は本プランの説明用に簡略化して作成したものですので、詳細内容につきましてはプレスリリース本文をご参照く

ださい。 

取締役会は株主意思確認株主総会を 
招集することができる。 
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